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研究集会の会場風景

集会風景

　
6
月
6
日（
木
）〜
7
日（
金
）、
高
知
市
に
て﹇
協
同

組
合
と
労
働
組
合
の
連
携
で
共
助
の
輪
を
拡
げ
よ

う
﹈
を
テ
ー
マ
に
中
央
労
福
協 「
全
国
研
究
集
会
」
が

開
催
さ
れ
、全
国
の
地
方
労
福
協
、福
祉
事
業
団
体
、労

働
組
合
等
か
ら
2
2
2
名（
福
井
3
名
）が
参
加
し
た
。

　
開
会
に
あ
た
り
主
催
者
代
表
の
中
央
労
福
協 

山
本

幸
司
副
会
長
は
、「
今
研
究
集
会
で
学
び
、
今
何
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
直
面
す
る
課
題
に
向
か

っ
て
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
契
機
に
し
て
ほ
し

い
」
と
挨
拶
し
た
。続
い
て
、
開
催
県
の
高
知
労
福
協

間
嶋
祐
一
会
長
が
「
大
震
災
で
多
く
の
こ
と
を
学
ん

だ
。そ
れ
は
支
え
あ
い
や
助
け
合
い
で
あ
り
、
今
後
も

皆
さ
ん
と
と
も
に
取
組
み
し
て
い
き
た
い
」
と
挨
拶
、

そ
の
後
、
高
知
県
の
副
知
事
　
岩
城
氏
か
ら
産
業
振

興
計
画
の
推
進
内
容
や
官
民
協
働
で
の
取
組
み
な
ど

地
元
代
表
と
し
て
挨
拶
を
行
い
、集
会
を
開
始
し
た
。

　
今
回
の
テ
ー
マ
は
開
催
趣
旨（
別
記
参
照
）の
と
お

り
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
特
別
講
演（
Ⅰ
と
Ⅱ
）及
び
特

別
報
告
と
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
構
成
で
概

要
は
次
の
通
り
で
す
。

　
初
日
の
特
別
講
演
Ⅰ
は
、「
賀
川
豊
彦
氏
の
理
念
か

ら
学
ぶ
こ
と
」を
演
題
に
、
鳴
門
市「
賀
川
豊
彦
」記
念

館
長
　
田
辺
健
二
氏
が
講
演
を
行
っ
た
。賀
川
豊
彦

と
は
誰
か
、
軌
跡
に
つ
い
て
、「
明
治
21
年
神
戸
で
誕

生
、両
親
の
死（
4
歳
）・
一
家
離
散
、そ
の
後
徳
島
で

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
〜
東
京
〜
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
学
問

探
究
、再
び
神
戸
で『
救
貧
か
ら
防
貧
へ
』、労
働
・
農

民
組
合
運
動
で
活
躍
〜
協
同
組
合
・
平
和
運
動
に
先

駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
」と
語
っ
た
。ま
た
協
同
組

合
思
想
の
形
成
の
中
で
、「
問
題
意
識
の
核
心
↓
ど
う

し
て
人
間
は
こ
の
よ
う
に
不
幸
な
の
か
」。愛
の
不
在

が
あ
り
、貧
困
・
腐
敗
が
あ
り
、争
い
・
戦
争
が
あ
る
の

か
。そ
の
根
本
に「
心
と
経
済
」の
問
題
が
あ
る
。こ
れ

を
理
解
す
る
の
は
、相
互
扶
助
、友
愛
、協
同
組
合
で

あ
る
＝
そ
れ
が
‚
す
べ
て
の
人
の
幸
せ‘
に
つ
な
が

る
と
、賀
川
氏
の
協
同
組
合
思
想
や
理
念
に
つ
い
て

解
説
さ
れ
講
演
を
終
え
た
。

 

特
別
講
演
Ⅱ
は
日
生
協
連
合
会 

執
行
役
員
の
青
竹

豊
氏
の
講
演
で
、「
Ｉ
Ｃ
Ａ（
国
際
協
同
組
合
同
盟
）の

2
0
2
0
年
チ
ャ
レ
ン
ジ
日
生
協
の
展
望
」と
題
し
、

国
際
協
同
組
合
年
の
背
景
や
2
0
2
0
年
ま
で
に
目

指
す
も
の
①
経
済
、社
会
、環
境
の
持
続
可
能
性
に
お

い
て
定
評
の
あ
る
リ
ー
ダ
ー
②
人
々
に
最
も
好
ま
れ

　
昨
年
国
連
が
定
め
た「
国
際
協
同
組
合
年
」を
契

機
と
し
て
、協
同
組
合
の
存
在
価
値
や
意
義
等
の

議
論
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　
労
働
者
福
祉
事
業
団
体
と
し
て
の
労
働
金
庫
や

全
労
済
は
、労
働
者
の
生
活
上
の
ニ
ー
ズ
を
み
た
す

も
の
と
し
て
、労
働
団
体
、生
協
、労
福
協
と
と
も

に
立
ち
上
げ
、労
働
運
動
の
一
環
と
し
て
役
割
を
発

揮
し
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、今
日
、労
働
組
合
と
共
に
歩
ん
で
き
た

協
同
組
織
は
、労
働
組
合
の
組
織
率
の
低
下
な
ど

社
会
構
造
の
変
化
の
中
で
、共
助
組
織
と
し
て
の
大

き
な
曲
が
り
角
に
あ
り
ま
す
。

　
中
央
労
福
協
は
、2
0
0
9
年
に
確
認
さ
れ
た

「
2
0
2
0
年
ビ
ジ
ョ
ン
」で
、「
連
帯
・
協
同
で
つ
く

る
安
心
・
共
生
の
福
祉
社
会
」を
め
ざ
し
て
連
帯(

協

同)

経
済
の
領
域
拡
大
、貧
困
や
社
会
的
排
除
を
許

さ
ず
参
加
が
保
障
さ
れ
る
社
会
を
作
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、今
研
究
集
会
で

は
協
同
組
合
と
労
働
組
合
の
共
助
の
輪
を
広
げ
る

た
め
に
、様
々
な
立
場
か
ら
考
察
し
運
動
の
輪
を
拡

げ
ま
す
。　
　
　

る
事
業
モ
デ
ル
③
最
も
急
速
に
成
長
す
る
事
業
形
態

の
三
つ
の
目
標
を
掲
げ
、そ
れ
を
達
成
す
べ
き
課
題

な
ど
説
明
を
行
っ
た
。翌
日
は
、静
岡
労
福
協
の
八
木

衛
事
務
局
長
か
ら
、全
国
に
先
駆
け
て
、ラ
イ
フ
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
友
の
会
を
設
立
し
た
経
緯
や
活
動
な

ど
の
運
営
に
つ
い
て
特
別
報
告
が
あ
っ
た
。続
い
て
、

《
協
同
組
合
・
労
働

組
合
の
具
体
的
な

連
携
に
向
け
て
》、

連
合
、労
金
協
会
、

全
労
済
、日
生
協
、

労
協
連
、全
労
金

の
6
名
の
パ
ネ
ラ

ー
と
Ｃ
Ｎ（
中
央

労
福
協
）に
よ
る

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
行
い
、研
究

集
会
は
終
了
し
た
。

　
2
0
1
3
年
6
月
29
日(

土)

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ザ

（
福
井
市
）に
お
い
て
、生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
問
題

を
ど
う
考
え
る
か
、私
た
ち
の
生
活
に
ど
ん
な
影
響
が

あ
る
の
か
、な
ど
を
基
調
と
し
た
講
演
や
そ
れ
に
関
連

す
る
方
々
の
声
な
ど
を
聞
く
集
会
が
行
わ
れ
た
。（
主

催
：
反
貧
困
キ
ャ
ラ
バ
ン
福
井
実
行
委
員
会
　
福
井
弁

護
士
会
や
社
会
福
祉
士
会
、そ
の
他
団
体
・
個
人
の
計

66
名
参
加
）（
う
ち
労
福
協
、連
合
、福
祉
団
体
で

30
名

参
加
）

　
最
初
に
吉
永
純
氏（
花
園
大
学
教
授
：
全
国
公
的
扶

助
研
究
会
会
長
）の
基
調
講
演
で
、「（
会
期
終
了
に
よ

る
廃
案
に
な
っ
た
も
の
の
）今
回
の
改
革
の
特
徴
は
、

貧
困
拡
大
の
中
で
1
9
5
0
年
保
護
法
施
行
後
、大
幅

な
制
度
改
正
で
あ
り
、国
民
生
活
に
影
響
を
与
え
る
可

能
性
が
あ
る
。生
活
困
窮
者
支
援
法
の
新
設
も
あ
る
が
、

健
康
で
文
化
的
な
生
活
は
維
持
さ
れ
る
の
か
、ま
た
利

用
し
や
す
く
自
立
し
や
す
い
制
度
に
な
る
か
、援
助
や

支
援
は
ど
う
な
る
の
か
」に
つ
い
て
提
起（
改
正
の
要

点
：
次
頁
参
照
）さ
れ
た
。

　
続
い
て
、当
事
者
や
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
か
ら
報
告
が

あ
っ
た
。労
働
側
か
ら
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
の
運
動

を
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
が
、生
活
保
護
基
準
の
引
き

下
げ
は
、最
賃
に
影
響
が
で
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
と

懸
念
す
る
。障
害
者
の
方
か
ら
は
、経
済
的
自
立
を
目

指
し
て
い
る
が
、さ
ら
に
難
し
く
な
り
、障
害
が
あ
る

と
人
間
ら
し
い
自
立
し
た
生
活
が
で
き
な
く
な
る
。高

齢
者
の
立
場
で
は
、年
金（
国
年
な
ど
年
額
低
い
人
）受

給
と
と
も
に
保
護
費
を
受
け
て
い
る
が
、施
設
費
や
お

む
つ
代
な
ど
も
嵩
み
、最
低
限
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
。教
育
・
子
ど
も
側（
学
校
教
師
）は
、ひ
と
り

親（
母
子
世
帯
多
い
）の
収
入
水
準
は
低
く
、児
童
手
当

も
減
少（
年
少
扶
養
控
除
も
廃
止
の
ま
ま
）し
、塾
や
部

活
費
が
な
く
、進
学
も
断
念
す
る
子
供
が
目
立
っ
て
い

る
。他
、生
活
保
護
受

給
者
の
こ
れ
ま
で
の

生
活
実
態
や
医
療
従

事
者
及
び
自
死
遺
族

会
の
実
情
が
報
告
さ

れ
た
。そ
の
後
、生
活

保
護
支
援
ネ
ッ
ト

（
福
井
労
働
弁
護
団
）

か
ら
、労
働
現
場
で

は
パ
ワ
ハ
ラ
や
い
じ

め
が
増
加
し
、ス
ト

レ
ス
性
の
疾
病
に
よ
り
生
活
苦
に
な
っ
た
人
も
少
な

く
な
く
、生
活
保
護
の
申
請
も
含
め
た
支
援
を
行
っ
て

い
る
。ま
た
法
テ
ラ
ス
で
の
法
律
相
談
や
訴
訟
の
立

替
・
免
除
制
度
も
あ
る
の
で
、利
用
し
て
ほ
し
い
と
報

告
。最
後
に
、参
加
者
全
員
で【
集
会
ア
ピ
ー
ル
】を
確

認
し
、集
会
を
終
え
た
。

　
労
福
協
の
政
策
・
制
度
に
関
す
る
重
点
活
動
の
一
つ

に 「
格
差
・
貧
困
社
会
の
是
正
、セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

強
化
＝
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
の
確
保
と
生
活
の
底

上
げ
」が
あ
り
、最
低
賃
金
の
大
幅
引
き
上
げ
、生
活
扶

助
基
準
の
現
行
水
準
を
尊
重
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
、労
働
者
福
祉
運
動
と
し
て
、こ
の
反
貧

困
の
活
動
に
賛
同
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、皆
さ
ま
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
政
府
は
本
年
8
月
か
ら
生
活
保
護
基
準
の
平
均

6.
5
％
引
き
下
げ
を
強
行
し
た
。

　
ま
た
生
活
保
護
法
改
正
案
は
通
常
国
会
で
廃
案
に

な
っ
た
も
の
の
、臨
時
国
会
に
再
度
上
程
さ
れ
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
て
い
る
。こ
の
改
正
案
に
よ
れ
ば
、保
護

申
請
に
は
原
則
書
面
の
提
出
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、い
わ
ゆ
る
水
際
作
戦
が
合
法
化
さ
れ
る
恐
れ

が
あ
る
。ま
た
扶
養
義
務
者
へ
の
通
知
の
義
務
化
等
に

よ
り
、保
護
申
請
に
対
す
る
一
層
の
委
縮
効
果
も
懸
念

さ
れ
る
。

　
生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
は
、現
在
の
生
活
保

護
受
給
者
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、労
働
者
、子
ど
も
、

障
害
者
、高
齢
者
な
ど
社
会
全
般
に
幅
広
く
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。生
活
保
護
制
度
は
、我
が
国
の

最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
り
、命
の
最
終
ラ
イ

ン
で
あ
る
。し
か
し
、生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
や

保
護
法「
改
正
」に
よ
っ
て
、命
の
最
終
ラ
イ
ン
は
、一
層

の
後
退
を
迫
ら
れ
て
い
る
。貧
困
の
格
差
拡
大
が
大

き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
昨
今
、こ
の
よ
う
な
貧
困
層

を
さ
ら
に
苦
し
め
る
よ
う
な
政
策
は
貧
困
格
差
の
拡

大
を
助
長
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。私
た
ち
は
、政
府
の

こ
の
よ
う
な
政
策
に
抗
議
し
、セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

充
実
、強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、貧
困
の
格
差
を

解
消
し
、こ
の
社
会
に
暮
ら
す
全
て
の
人
に
憲
法
25
に

規
定
さ
れ
た「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」

が
保
障
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
強
く
求
め
て
い
く
も

の
で
あ
る
。
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⑴「水際作戦」の法制化（24条）
　保護の申請には「申請書」と「下記書類」が必要
①申請書⇒要保護者の氏名・住所、保護を受ける理由、資産・収入
の状況（就労・求職・扶養の状況）
②申請書には、保護の要否、種類、程度等を決定するための書類の
添付が必要
③扶養義務を履行していない扶養義務者には、保護開始時に書面で
通知

⑵稼働層に対するワークファースト的指導強化
①保護開始時点で6月を目処に、集中的就労支援
②対象者＝就労による自立に向け支援が効果的な者
③自立支援活動確認書を締結（清掃・管理・整備・向上・・・）
④脱却困難な場合、低額であっても一旦就労することが基本
⑶福祉事務所の調査権限強化（就労状況、保護費の支出状況も）。官
公署の回答義務規定
・不正受給への罰則の引上げ（3年以下の懲役、罰金30万円→同懲
役、100万円へ）＋加算金40％
・徴収金を保護費と相殺可能に
・扶養義務者へ報告を求めることができる
⑷受給者は自ら健康の保持、増進に努める
・医療扶助の適正化　
　　⇒指定医療機関制度の見直し……［指定取消、更新制］
　　　後発医薬品の使用促進…………［事実上の義務化］

生活保護法改正・制度改革の要点


